
広報とよおか　2009.11.10 �

仲
田
光こ

う

成せ
い

記
念

第
9
回
豊
岡
竹
野
全
国
か
な
書
展
を

開
催
し
ま
す

　

平
成
21
年

分
の
確
定
申

告
を
控
え
、

農
業
所
得
の

収
支
計
算
の

参
考
と
し
て

い
た
だ
く
た

め
、「
農
業
収

支
計
算
説
明
会
」を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
の

で
、農
業
を
行
って

い
る
方
は
、ぜ
ひ
、

参
加
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、農
業
所

得
の
計
算
は
、実

際
の
収
入
金
額
か

ら
必
要
経
費
を
差

し
引
い
て
計
算
す

る「
収
支
計
算
」

に
よ
っ
て
計
算
し

ま
す
。

　

収
支
計
算
を
す

る
に
は
、そ
の
年

の
1
月
1
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の

1
年
間
の
農
業
に

す
る
金
額
が
分
か

る
書
類（
通
帳
、出
荷・売
上
伝
票
、

領
収
書
な
ど
）が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、そ
の
保
存
を
習
慣
付
け
て

く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》豊
岡
税
務
署
個
人
課
税

第
1
部
門
☎
22
－
2
1
4
4
、

税
務
課
市
民
税
係

　

☎
21
－
9
0
4
5
、ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

〈日程〉

日　時 場　所

11月25日（水）
午前10時〜 城崎総合支所　２階　大会議室

午後２時〜 竹野総合支所　２階　大会議室

11月26日（木）
午前10時〜 出石総合支所　２階　大会議室

午後２時〜 但東総合支所　２階　大会議室

11月27日（金） 午前10時〜 日高農村環境改善センター
１階　多目的ホール

11月30日（月） 午前10時〜 市民会館　４階　大会議室

※説明会は２時間程度です。

農
業
所
得
の

収
支
計
算
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
末
調
整
説
明
会
を
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。源
泉
徴
収
義
務

者
は
、ぜ
ひ
、参
加
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
税
務
署
法
人
課

税
第
1
部
門
☎
22
－
2
3
4
4

　

決
算
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。事
業
を
行
っ
て
い
る

方
は
、ぜ
ひ
、参
加
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
豊
岡
税
務
署
個
人
課

税
第
1
部
門
☎
22
－
2
1
4
4

年
末
調
整
説
明
会

決
算
説
明
会

　

日
本
の
か
な
書
道
界
の
重
鎮
、

仲
田
光
成
さ
ん（
竹
野
町
松
本
出

身
）の
偉
業
を
記
念
し
、か
な
書
の

普
及
と
地
域
文
化
の
高
揚
を
願
い

創
設
し
た「
仲
田
光
成
記
念
第
9

回
豊
岡
竹
野
全
国
か
な
書
展
」を

開
催
し
ま
す
。

　

今
回
は
、全
国
23
都
道
府
県
か

ら
4
、5
1
7
点
の
作
品
が
寄
せ

ら
れ
、入
賞（
特
選
以
上
）1
1
3

点
と
入
選
2
、7
3
7
点
を
決
定

し
、展
示
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、ぜ
ひ
、誘
い
合
わ
せ
の

上
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
期
間　

11
月
21
日（
土
）〜
23
日

（
月
・
祝
）午
前
9
時
〜
午
後
5

時（
最
終
日
は
午
後
4
時
ま
で
）

▽
場
所

・
北
前
館　

3
階　

交
流
ホ
ー
ル

（
竹
野
町
竹
野
）

　
〔
一
般
の
部
の
入
賞
作
品
、
招

待
作
品
、
賛
助
作
品
を
展
示
〕

・
中
竹
野
ふ
る
さ
と
館
〔
中
竹
野

小
学
校
体
育
館（
竹
野
町
轟
）〕

　
〔
一
般
の
部
の
入
選
作
品
、
高

校
生
の
部
の
入
賞
・
入
選
作

品
、
小
・
中
学
生
の
部
の
入

賞
・
入
選
作
品
、
協
賛
作
品
を

展
示
〕

▽
表
彰
式

・
11
月
22
日（
日
）午
後
1
時
30
分

〜
3
時

・
竹
野
総
合
支
所　

2
階　

大
会

議
室

《
問
合
せ
》竹
野
総
合
支
所
総
務
課

☎
21
－
9
0
7
3

▲昨年の様子（中竹野ふるさと館）

▲仲田光成さん

〈日程〉

日時

11月24日（火）

①午前10時〜

②午後１時30分〜

場所 じばさん但馬
２階　多目的ホール

※説明会は２時間程度です。

〈日程〉

日時

12月３日（木）

午前10時〜

場所 じばさん但馬
６階　第２会議室

※説明会は２時間程度です。
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市
税
な
ど
の
滞
納
処
分
に
よ
っ

て
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
公
売
し

ま
す
。

▽
公
売
方
法　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
た
競
り
売
り

▽
参
加
申
込
期
間　

11
月
17
日（
火
）

　

午
後
1
時
〜
30
日（
月
）午
後
5
時

▽
競
り
売
り
期
間

12
月
4
日（
金
）

　

午
後
1
時
〜
7
日（
月
）午
後
2
時

▽
代
金
納
付
期
限　

12
月
14
日（
月
）

　

午
後
3
時

▽
公
売
物
件　

自
動
車
、金
庫
、無

線
機
・
マ
イ
ク
セ
ッ
ト
、鷹
の
置

物
な
ど
20
点

▽
参
加
申
込
方
法　

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
か
ら
の
参
加
と
な
り
ま

す（
11
月
17
日
公
開
予
定
）。

　

http://koubai.auctions. 

　

yahoo.co.jp/hyg_toyooka_city

▽
そ
の
他　

次
の
サ
イ
ト
で
も
公

売
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

・
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　

公
売
シ
ス
テ
ム

　

http://koubai.auctions.
yahoo.co.jp/

用語解説：公売とは

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

下
見
会

　

公
売
物
件
を
実
際
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
下
見
会
を
開
催
し
ま

す
。落
札
し
た
物
件
は
返
品
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、事
前

に
よ
く
見
て
参
加
く
だ
さ
い
。参

加
申
込
み
は
不
要
で
す
。

▽
日
時　

11
月
28
日（
土
）午
前
10

時
〜
午
後
3
時

▽
場
所　

市
役
所
本
庁
舎　

1
階

※
自
動
車
な
ど
一
部
の
公
売
物
件

は
、下
見
会
に
展
示
し
ま
せ
ん
。

下
見
を
希
望
の
方
は
、問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
公
売
方
法　

期
日
入
札

▽
公
売
会
場　

市
役
所
東
庁
舎　

3
階　

第
1
会
議
室

▽
公
売
期
日　

11
月
26
日（
木
）

▽
入
札
時
間　

午
後
2
時
〜
2
時

10
分

▽
開
札
時
間　

午
後
2
時
10
分

▽
売
却
決
定
日
時　

12
月
3
日

（
木
）午
後
2
時

▽
買
受
代
金
納
付
期
限　

12
月
3

日（
木
）午
後
3
時

▽
公
売
物
件

・
所
在
地

　

若
松
町

・
地
目　

宅
地

・
面
積

　

89
・
25
平
方
メ
ー
ト
ル

・
見
積
価
格︵
最
低
落
札
価
格
︶

　

3
3
5
万
円

・
公
売
保
証
金　

34
万
円

▽
入
札
当
日
の
持
ち
物

・
印
鑑

・
公
売
保
証
金

※
法
人
や
代
理
人
に
よ
り
入
札
す

る
方
は
、ほ
か
に
も
書
類
が
必

要
で
す
。

▽
注
意
事
項

・
公
売
財
産
は
、
あ
ら
か
じ
め
現

況
、
関
係
公
簿
な
ど
を
十
分
確

認
く
だ
さ
い
。

・
事
情
に
よ
り
、
公
売
を
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
そ
の
他
詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。共通

事
項

▽
参
加
資
格　

一
部
の
例
外
を

除
き
、20
歳
以
上
の
方
で
あ
れ

ば
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す

が
、公
売
保
証
金
の
納
付
が
必

要
で
す
。

▽
そ
の
他　

次
の
サ
イ
ト
で
も
公

売
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.city.toyooka.

lg.jp/koubai/top.htm

《
問
合
せ
》
税
務
課
収
税
係（
公
売

担
当
）☎
23
－
1
1
1
8

不
動
産
公
売

▲鷹の置物 ▲無線機・マイクセット ▲金庫 ▲自動車

売
り
ま
す

　法律の規定に基づき、公共機関によっ
て強制的に行われる売買です。
　市税が納期限までに納付されず、市が
督促状を発した日から10日を経過した
場合などに、その滞納に対する処分とし
て滞納者の財産を差し押えすることに
なります。
　差し押さえた財産は、換価処分（差し
押さえた財産を売却して現金にするこ
と）によって、滞納市税
に充当します。
　財産を換価処分する
ときは、これを公売に付
し、その公売の方法は、
入札または競り売りと
されています。

豆知識

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
不
動
産
公
売
し
ま
す


